
                                     １２月２日からの紙の保険証の新規発行廃止について                                      

１ 法改正の概要 

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

（令和５年６月９日公布、国民健康保険法の一部を改正する規定は令和６年１２月２日施行） 

① 健康保険証の廃止 

② 施行日時点で交付済みの保険証は、最大１年間は有効 

（本市国保の保険証は、最大令和７年１１月３０日まで有効） 

③ 上記有効期間経過後や令和６年１２月２日以降の新規加入の際には、マイナンバーカードを取得し

ていない方やマイナ保険証利用登録をしていない方などには「資格確認書」、マイナ保険証利用登録を

している方には「資格情報のお知らせ」を交付（当分の間は職権交付） 

 

 

２ 医療機関等の受診方法 

(1) 令和６年１２月２日以降が有効期限の紙の保険証をお持ちの方 

保険証に記載の有効期限までは、引続き保険証を使用可能 

※有効期限到来後や保険証を紛失等した際は、以下の(2)、(3)を参照 

   

(2) マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方など 

以下に該当する方は、別途交付する「資格確認書」を提示 

・マイナンバーカードを取得していない方 

・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方 

・ＤＶ被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方 

・マイナンバーカードを紛失した方や要配慮者など申請により交付される方 

など 

 

(3) マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方 

マイナ保険証を使用。マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には、別途交付する「資

格情報のお知らせ」をマイナンバーカードとあわせて提示 

 

 

※「資格確認書」「資格情報のお知らせ」とも、令和６年１２月２日以降に新規加入する方等には手続き

の際、上記(1)の保険証をお持ちの方には有効期限到来の際に職権交付 

 

 

 

 

 

 

●資格確認書（見本） 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

 

 

 

●資格情報のお知らせ（見本） 

  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

 

                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ：Ａ４ 

有効期間：７０歳未満 なし  

     ７０歳以上 １年 

      特別療養  １年 

サイズ：カード型 

有効期間：１年 

資料４ 



３ 国民健康保険税滞納者に対する取扱い 

 (1) 滞納者に対する保険証の運用 

滞納期間 現行 令和６年１２月２日以降 

概ね半年から 1年未満 短期保険証 廃止 

1 年以上 資格証明書 
資格確認書（特別療養）または 

資格情報のお知らせ（特別療養） 

 

(2) 特別療養費について 

   納付の勧奨、相談の機会の確保、厚労省令で定める納付に資する取組を行ってもなお、1年以上の滞

納がある者に対して、資格確認書（特別療養）又は資格情報のお知らせ（特別療養）を交付する 

   

 

 

 

 

 

４ 特定健診の受診について 

 

  ●現在の特定健診受診券（保険証と一体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●令和６年１２月２日以降発行予定の特定健診受診券（イメージ） 

 

特定健康診査受診券 

○○年○○月○○日交付 

受診券 番 号  

被 保 険 者 記 号 ・ 番 号 ・ 枝 番  

 

氏 名  

住 所  

 

性 別  

生 年 月 日  

 

有 効 期 限  

保険者 所 在 地  

保険者番号・名称  

          

（確認事項） 

・右記の注意事項を必ずご覧ください。 

・受診の際は、注意事項に記載の被保険者資格を 

証するものをあわせてご持参ください。 

 

 

【特別療養費とは】 

 特別な事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険料を滞納している世帯主に対して、医療機関で受診した

ときは、いったん医療費を全額（１０割）支払っていただくもの。 

後日、申請すると、一部負担金を差し引いた金額（保険給付分）を支給する。 

令和６年１２月２以降発行の 

「資格確認書」、「資格確認のお知らせ」 

には記載されません。 

 

受
診
印 

受診日 

左記４のとおり 

○令和６年１２月２日～令和７年３月３１日【６年度】

受診方法

令和６年１２月２日以降が有効期限の紙の

保険証をお持ちの方
1. 有効期限内の紙保険証（６年度の受診券を兼ねています） 

1. マイナ保険証による資格確認
　 ※マイナ保険証を利用できない医療機関等で受診する際には、マイナンバーカードと

　 あわせて「資格情報のお知らせ」の提示

2. 別途発行する６年度の特定健診受診券 

1. 資格確認書による資格確認

2. 別途発行する６年度の特定健診受診券 

○令和７年４月１日～令和７年１１月３０日【７年度】

受診方法

1. 有効期限内の紙保険証

2. 別途発行する７年度の特定健診受診券 

1. マイナ保険証による資格確認
　 ※マイナ保険証を利用できない医療機関等で受診する際には、マイナンバーカードと

　 あわせて「資格情報のお知らせ」の提示

2. 別途発行する７年度の特定健診受診券 

1. 資格確認書による資格確認

2. 別途発行する７年度の特定健診受診券 

○令和７年１２月１日以降

受診方法

1. マイナ保険証による資格確認
　 ※マイナ保険証を利用できない医療機関等で受診する際には、マイナンバーカードと

　 あわせて「資格情報のお知らせ」の提示

2. 別途発行する当該年度の特定健診受診券 

1. 資格確認書による資格確認

2. 別途発行する当該年度の特定健診受診券 

令和６年１２月２日以降新規加入のうち、

マイナンバーカードを健康保険証

として登録していない方

マイナンバーカードを健康保険証

として登録している方

マイナンバーカードを健康保険証

として登録していない方

令和６年１２月２日以降新規加入のうち、

マイナンバーカードを健康保険証

として登録していない方

令和６年１２月２日以降新規加入のうち、

マイナンバーカードを健康保険証

として登録している方

令和６年１２月２日以降が有効期限の紙の

保険証をお持ちの方

令和６年１２月２日以降新規加入のうち、

マイナンバーカードを健康保険証

として登録している方


